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Ⅰ 概要 

1． 目的 

交野市公共施設等再配置計画の中で「市役所本庁舎は耐震安全性が確保されてお

らず、対策を最優先に考える必要がある」とされており、本庁舎の安全確保は喫緊

に取り組むべき課題である。 

この方針は、令和３年度に実施した耐震診断報告書を基に、建物の耐震改修及び

設備改修等の基本設計及び詳細設計を行い、来庁者及び職員の生命を守り、今後２

０～３０年程度使用するための施設改修を円滑に進めることを目的とする。 

  なお、現在、交野市公共施設等再配置計画の見直しが進められており、見直しの

過程(パブリックコメント等)で出た意見については、必要に応じこの基本方針に反映

するものとする。 

 

2． 施設概要 

（1） 施設の名称：交野市役所 

（2） 施設の場所：交野市私部１丁目１番１号 

（3） 施設の用途：庁舎 

（4） 高   さ：地上 １６.７ｍ 地下 ４.８ｍ 

（5） 階   数：地上３階 地下１階 

（6） 構   造：鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 

（7） 敷地の条件 

    敷地の面積：３,７０７.６５２㎡ 

（8） 用途地域及び地区の指定 

    用途地域：第一種中高層住居専用地域 

    防火地域：指定なし 

（9） 施設の条件 

    建築面積：１,６０９.４９４㎡ 

    延床面積：４,１３６.２６４㎡   

    築造年月：昭和４６年３月 

耐震安全性の分類：「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成１９年１２月１８日付 

         け国営計第７６号、国営整第１２３号、国営設第１０１号） 

         による耐震安全性の目標分類は以下のとおりとする。 

         構造体：Ⅱ類（lｓ値＝０.７５） 
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〔X方向〕

  Eo ＳD Ｔ   Is Ｉso Is/Iso CTU・SD   Eo ＳD Ｔ   Is Ｉso Is/Iso CTU・SD   Is CTU・SD 判定

3 0.420 1.111 0.921 0.430 0.75 0.57 0.584 0.398 1.111 0.921 0.408 0.75 0.54 0.553 0.408 0.553 ＮＧ

2 0.322 1.111 0.921 0.330 0.75 0.44 0.358 0.304 1.111 0.921 0.311 0.75 0.41 0.338 0.311 0.338 ＮＧ

1 0.318 1.111 0.921 0.326 0.75 0.43 0.354 0.310 1.111 0.921 0.317 0.75 0.42 0.344 0.317 0.344 ＮＧ

決定
 階 

正方向 負方向

〔Y方向〕

  Eo ＳD Ｔ   Is Ｉso Is/Iso CTU・SD   Eo ＳD Ｔ   Is Ｉso Is/Iso CTU・SD   Is CTU・SD 判定

3 1.205 0.863 0.921 0.957 0.75 1.28 1.040 1.176 0.863 0.921 0.935 0.75 1.25 1.015 0.935 1.015 ＯＫ
(0.966) (1.049) (0.978) (1.062)

2 1.012 0.960 0.921 0.894 0.75 1.19 0.971 1.006 0.960 0.921 0.889 0.75 1.19 0.966 0.889 0.966 ＯＫ

1 0.673 1.111 0.921 0.689 0.75 0.92 0.748 0.694 1.111 0.921 0.710 0.75 0.95 0.771 0.689 0.748 ＮＧ

B 0.965 1.111 0.921 0.987 0.75 1.32 1.072 0.918 1.111 0.921 0.939 0.75 1.25 1.020 0.939 1.020 ＯＫ
(1.016) (1.103)

注1）3階については、吹き抜けを考慮し、X1-X5間のIs,CTUSD値とする。 (  )内数値は、全体の数値とする。

注2）B階、負方向については、土圧による低減を考慮したIs,CTUSD値とする。 (  )内数値は、低減前の数値とする。

 階 
正方向 負方向 決定

Ⅱ 本庁舎耐震・設備・内部改修について 

  本庁舎は、建設から築５２年経過していることから、今回行う耐震補強改修及び長寿

命化改修を組み合わせ、今後２０～３０年間の継続した利用ができる施設とする。 

  また、建設以降「建築基準法」の法改正などの既存不適格部分・是正部分について今

回同時改修を行い、来庁者及び職員にとって快適で機能的、経済的なオフィス環境を構

築し、市民サービスと事務効率の向上につなげることを目的とする。 

1 本庁舎耐震改修について 

1）本庁舎に求められる耐震性   

耐震安全性の目標 Ⅱ類（重要度係数：1.25） 

※Ⅱ類とは「大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用で

きることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られ

るものとする」 

Is 値（構造耐震指標）【※1】は 0.6ｘ1.25＝0.75 以上  

CTUSD（累積強度指標と形状指標の積）0.3ｘ1.25＝0.375 以上 

   ※Is 値とは、耐震診断により、建物の耐震性能を示す指数で、Is 値 0.6 以上で

耐震性能を満たすこと。 

2）耐震補強計画検討においての方向性  

 下記の要望に出来る限り満足する工法検討を行うこととする。 

① 居ながら工事の実現 

② 執務環境の維持 

③ 耐震化の早期実現 

④ 内部レイアウト変更及び内部スペースの確保 

3）令和 3 年度 耐震性能一覧表（現状） 
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4）耐震補強工事の工法の選定方針 

建物外部に補強を施す外付け工法検討比較を行い、可能な限り低騒音・低振動な 

耐震補強工法を決定する。 
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2 本庁舎設備・内部改修について 

1）本庁舎現状の状況について 

本庁舎は築 52 年を経過し建設当初からの大規模修繕はされていない状況のた

め、施設全体の仕上面の劣化が激しい状況であり、受変電・照明などの電気設備や

空調・給排水機器の機械設備なども耐用年数が大幅に超えていることから、今後 20

～30 年間の継続した利用が不可能と考えられる。 

   また、施設建設以降「建築基準法」の法改正などの既存不適格部分・是正部分に該

当する項目が多数見受けられる。 

 

  2）今後の改修内容について 

    同上の現地調査結果を踏まえ屋上防水・外壁改修の長寿命化改修に加え、電気・

機械設備は全般的に更新するとともに、既存不適格・是正部分の改善改修も同時に

行い、来庁者・職員の方々が今後 20～30 年「安心・安全」に施設を利用できるよ

うに取り組む。 

 

   【長寿命化・設備改修内容】 

  □建築 

  ・屋上防水改修 

  ・外壁改修 

 ・トイレ改修 

 □電気設備 

  ・高圧受変電設備取替 

 ・LED 照明改修 

  ・トイレ改修（電気） 

 □機械設備 

  ・空調・換気設備改修 

 ・トイレ改修（給排水） 

 

※上記以外の既存不適格・是正部分の改修内容は「別表」参照。 
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Ⅲ 事務所移転等を含めた仮設計画の方針について 

  今回の耐震補強・設備改修工事を行うにあたり施設を利用しながらの工事となるた

め、市民の方々の利用を最優先に検討した令和 5 年 2 月の「新庁舎建設検討支援業務委

託報告書」P11 8（1）本庁舎 1 階先行移転パターンを基本とし 4 段階に分けて工事を

進める。 

 

 □第一段階（工事着手時） 

  ・本庁舎 1 階執務室関係 → 別館 1・3 階へ移転後、本庁舎 1 階部分の改修を 

行う。 

  ・耐震補強改修工事（内部 1 階耐震補強含む） 

  ・屋上防水・外壁改修工事 

  ・3 階トイレ改修 

 

 □第二段階（本庁舎 1 階改修工事完了時） 

・本庁舎 2 階執務室関係 → 本庁舎 1 階に移転し、本庁舎 2 階部分の改修工事を 

行う予定。 

  ・2 階トイレ改修 

 □第三段階（本庁舎 2 階改修工事完了時） 

  ・本庁舎 1 階仮移転中の 2 階執務室関係 → 工事の進捗状況により決定。 

・B1 階関連諸室関係          → 本庁舎 1 階に移動し本庁舎 B1 階部分

の改修工事を行う。 

※本庁舎 3 階執務室・議場の取り扱いについては、議会運営に配慮して、今後検討

が必要。 

  ・1 階・B1 階トイレ改修 

 

 □第四段階（本庁舎 B1 階改修工事完了時） 

・B1 階関連諸室関係 → 本庁舎 B1 階へ戻る。 

・別館 1・3 階仮移転中の本庁舎 1 階執務室関係 → 本庁舎 1 階へ戻る。 

 

   各段階ごとの仮設計画は工事エリア及び来庁者・執務エリアを明確に区分し、ま

た、工事動線と来庁者・執務エリアへの動線は交差分離を行うが、一部交差する部分

が出てくる場合は交通誘導員を配置する等の安全対策を行う。 

 

  ※耐震等工事進捗状況により各フロアの移転場所等は今後の検討による。 
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■ 建 築                                                 ＜別表-建築＞                                                                  

 項 目 
状 況 及 び  

問 題 点 
改 修 方 針 備 考 

既 

存 

不 

適 

格 

項 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 排煙設備 【施設全体】 

排煙設備が設置されて

いない。 

（排煙設備の設置：S46

年改正） 

排煙設備の設置を行う。 

① 各居室：手動開閉装置

（クレセントなど）を

FL+1.5 ｍ 以 下 に ク レ

セントを設置。 

② 上記以外の居室：告示

対応の改修を行い排煙

設備免除。 

③ 上記①②以外：機械排

煙設備の設置。 

 

 

2 常時開放式

防火戸の機

構 

【階段 1・2・3 の 

竪穴区画部】 

温度ヒューズ式で煙

感知器連動になってい

ない。 

扉 3 ㎡以上の防火戸

に潜り戸（小扉）がな

い。（S49 年改正） 

 

 

温度ヒューズ式煙感知器

連動に改修。 

また、扉 3 ㎡以上の防火戸

は潜り戸付きとする。 

 

3 換気設備 【竪穴区画部】 

煙感知器連動のダンパ

ーになっていない。 

 

 

煙感知器連動のダンパー

に改修。 

 

4 防火シャッ

ター 

【1 階階段 1】 

危害防止機構機能が装

備されていない。 

（H17 年改正） 

 

 

危機防止機構機能付きに

改修。 
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既

存

不

適

格

項

目 

5 エレベータ

ー 

扉に遮煙性能がない。

（H14 年改正） 

耐震関係等の対応がさ

れてない。 

（H21 年改正） 

 

エレベーター本体の改修。  

6 非常用進入

口 

【施設 3 階以上の階】 

外壁面に非常用進入口

または代替進入口が設

置されていない。（S45

年改正） 

 

【本庁舎南側・東側外壁】

非常用進入口の設置。 

（建具改修、赤色灯及び赤

色反射塗料表示の設置） 

 

是 

正 

事 

項 

項 

目 

1 【階段 1】 

竪穴区画 

竪穴区画ができていな

い。 

 

常時閉鎖又は常時開放式

防火戸の設置。 

 

2 【階段 2】 

竪穴区画 

鋼製扉が、常時閉鎖式

防火戸仕様でない。 

 

常時閉鎖式防火戸に改修。  

3 【階段 4】 

竪穴区画 

竪穴区画ができていな

い。 

 

常時閉鎖又は常時開放式

防火戸の設置。 

 

4 【外壁部

分】スパン

ドレル 

各防火区画とそれ以外

の外壁部のスパンドレ

ル部分が防火設備にな

っていない。 

 

建具等を防火設備に改修。  

5 【階段 4】 

直通階段 

2～3 階に通じる階段が

地上へ避難する直通階

段になっていない。 

3 階北・南各室から北側バ

ルコニー経由で階段 2 へ避

難できるように内部の一

部を廊下に改修。 

 

 

6 延焼の恐れ

のある部分 

南側自動車車庫と本庁

舎間の延焼の恐れのあ

る部分が防火設備にな

っていない。 

 

南側自動車車庫の屋根を

撤去し、延焼の恐れに該当

しない建物とする。 
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 項 目 
状 況 及 び 

 問 題 点 
改 修 内 容 備 考 

老 

朽 

化 

項 

目 

1 【外構】 

車庫・ 

自転車置場 

塗装の劣化・錆が全体的

に発生している。 

 

 

鉄部の塗替え。  

2 【外構】 

舗装 

 

西側舗装一部沈下あり。 沈下部分の舗装改修。  

3 【外構】 

東側玄関 

 

仮設スロープの老朽化。 スロープ改修。  

4 【内部】 

施設全体 

 

全体的に仕上の老朽化。 議場を除く、内装仕上げ

改修。 
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■ 電 気                         ＜別表-電気＞                                                                

 項 目 
状 況 及 び  

問 題 点 
改 修 方 針 備 考 

既

存 

不 

適 

格 

項 

目 

・

是

正

項

目 

1 非 常 照 明

設備 

電池別置型の保安照明

設備が設置されている。 

電線はﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)

で配線されている。 

（非常照明の設置：昭和

45 年改正）が必要。 

電池内蔵型の非常照明

(LED)の設置。 

 

階数が 3 階以上

で 延 べ 面 積

500m2 以 上 の

建築物に設置が

必要。 

2 誘 導 灯 設

備 

 

地階・無窓階（議場)及び

通路に誘導灯が設置さ

れている。 

 

電池内臓型 LED 誘導灯

に更新。 

 

 

3 非 常 放 送

設備 

全館に非常放送が設置

されている。 

平成 21 年に非常放送の

非常放送ﾁｬﾝﾈﾙを利用し

た緊急地震速報に係わ

る放送が行えるよう消

防法が改正された。 

 

改正内容に適合した非

常放送装置を設置する。 

ｽﾋﾟｰｶ・配線の更新。 
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 項 目 
状 況 及 び 

 問 題 点 
改 修 内 容 備 考 

老 

朽 

化 

項 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 高 圧 引 込 工

事設備 

 

高圧引込ｹｰﾌﾞﾙ及び柱上開

閉器は 2004 年に改修され

ており、約 20 年が経過し

ている。 

高圧ｹｰﾌﾞﾙ及び柱上開

閉器の更新。 

引込ｺﾝｸﾘｰﾄ柱及びﾊﾝﾄﾞ

ﾎｰﾙ・配管は再利用す

る。 

 

 

2 受変電設備 開放型受変電設備として

構成されている。 

高圧受電盤及び高圧機器・

ﾄﾗﾝｽ等の更新時期が過ぎ

ている。 

低圧盤の低圧遮断機の一

部に絶縁不良機器が見ら

れる。 

高圧受電盤及び高圧機

器の更新を行う。 

低圧盤は再利用し不良

機器のみ更新。 

 

 

3 直 流 電 源 装

置設備 

保安照明用の電源としてｱ

ﾙｶﾘ蓄電池が電気室内に設

置。 

 

今回電池内臓型の非常

照明を設置した場合、

直流電源装置は 

不要となる。 

 

4 幹線設備 電気室内低圧配電盤から

各電灯分電盤・動力制御盤

に鋼製電線管＋ﾋﾞﾆﾙ絶縁

電線(IV)配線されている。 

 

重要設備でも有り今回

の改修で環境に優しい

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

(EM-CE) で 幹 線 を 更

新。 

 

 

5 空調・換気・

給 排 水 動 力

設備 

各動力制御盤から各負荷

に IV 電線で配線されてい

る。 

空調・換気・給排水機

器の改修に伴い動力制

御盤及び 2 次側配線の

改修。 

 

 

6 電灯設備 全館 蛍光灯が主体の照

明器具が設置されている。 

蛍光灯の製造が 2027 年に

中止となる。 

省ｴﾈﾙｷﾞ-性に優れた

LED 照明に更新。 

既設分電盤を再利用と

し現状の照明制御に準

ずる。 
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老 

朽 

化 

項 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ｺﾝｾﾝﾄ設備 分電盤より各ｺﾝｾﾝﾄに床配

管＋ﾋﾞﾆﾙ電線で配線され

ている。 

ｺﾝｾﾝﾄは柱・ｺﾝｸﾘｰﾄ壁を主

体に設置されており、一部

簡易壁にも設置されてい

る。 

OA 機器電源としての幹

線・分電盤・ｺﾝｾﾝﾄは追加改

修されている。 

 

一部配線とｺﾝｾﾝﾄ本体

の改修。 

 

 

8 非常照明・誘

導灯設備 

【非常照明設備】 

電気室に直流電源装置を

設置して、全館に保安照明

が設置されている。 

【誘導灯設備】 

地階･無窓階（議場）・通路

等に設置されている。 

 

非常照明は電池内蔵型

の LED 非常照明器具

を設置。 

誘導 灯 は 電池 内 臓型

LED 誘導灯を設置。 

配線も更新。 

 

9 放送設備 

 

非 常 放 送 用 ﾃ ﾞ ｽ ｸ 型

AMP(1972 年製)が 2 階放

送室に設置されて全館に

放送されている。 

議場に専用ﾃﾞｽｸ型 AMP が

設置されている。 

AMP は耐用年数も過

ぎており、ｽﾋﾟｰｶ・配線

共改修。 

 

 

 

10 ﾄｲﾚ呼び出し

装置設備 

1 階多目的ﾄｲﾚに緊急呼出

しﾎﾞﾀﾝ・出入口付近に赤色

ﾗﾝﾌﾟが設置されている。 

ﾄｲﾚ改修に伴い緊急呼

び出し装置を更新。 

 

11 防災設備 地下 1 階警備員室に受信

機（20 窓）(1972 年製)」が

設置されている。 

 

受信機は耐用年数も過

ぎており、感知器・配

線を含め更新。 

 

 

12 外灯設備 屋外構内に 6 基の屋外灯

が設置されている。 

屋外灯・配線を含め更

新。 
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■ 機 械                         ＜別表-機械＞                                                                    

 
項 目 

状 況 及 び 

 問 題 点 
改 修 方 針 備 考 

既 

存 

不 

適 

格 

・ 

是 

正 

事 

項 

項 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 既設給排水衛

生設備、空調・ 

換気設備全般

について 

（主たる設備

については、 

下記に記載） 

本建物は築後５４年が

経過しており、左記の各

設備は国または各機関

で示されている耐用年

数を大幅に過ぎている。 

従って経年変化による

物理的な劣化、また法改

正、技術革新による現代

の技術との差異による

機能劣化が著しい。 

空調設備では、高い運転

コスト等の理由で早急

な更新が望ましい。 

 

 

 

 

 

今回の改修計画では、

各設備を全て更新する

方針とする。 

 

 

2 受水槽、給水ポ

ンプ等の   

給水設備 

地下式受水槽は、屋内消

火栓の水源としても利

用されている。  

また、消火水槽との兼用

は、貯水量が増え帯水時

間も長くなり水質の悪

化が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

地上式で、官庁施設等

の各基準に規定する耐

震性能を有する飲料専

用の受水槽（二槽式）を

新設し、バックアップ

機能付きでインバータ

ーによる水量並びに送

水圧力の制御を行う加

圧給水ポンプ等の給水

設備を新設する。 
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既 

存 

不 

適 

格 

・ 

是 

正 

事 

項 

項 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 高架水槽・ 

消火用補給水

槽 

高架水槽（飲料用）と消

火用補給水槽とが兼用

となっている。 

 

改修後は、高架水槽は

設けず、上記に記すよ

うに加圧給水ポンプに

よる加圧給水方式とす

る。消火用補給水槽は、

今後、市との打ち合わ

せによるが、今の段階

では、上記水槽は設け

ず、消火栓並びに消火

ポンプの充水は消火用

補給水ポンプにより行

うシステムとする。 

 

4 消火設備（屋内

消火栓） 

消火設備水源、並びに設

備全般の充水設備も飲

料用水槽（受水槽等）と

兼用になっている。 

また、屋内消火栓は、操

作に二人の人員が必要

となる一号消火栓とな

っている。 

消火設備の水源その他

は、全て飲料用の水源

並びに設備とは切り離

し、消火設備専用とし、

全てのクロスコネクシ

ョンが無いような設備

とする。 

また、屋内消火栓は操

作が一人でも容易に行

える易操作性一号消火

栓とする。 

 

5 衛生器具設備 トイレは湿式で節水仕

様となっていない。 

 

 

トイレは、乾式とし、節

水仕様とする。 

また、ユニバーサルデ

ザインに対応したバリ

アフリートイレを 1 階

に設置する。 

※2021 年 2 月に国土交通

省が「建築物のバリアフリ

ー設計指針」を改正し、名

称を「高齢者障害者等便房

（バリアフリートイレ）」

に改めるように通達。 
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既 

存 

不 

適 

格 

・ 

是 

正 

事 

項 

項 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 空調熱源設備 熱源機（吸収式冷温水発

生機）は、かなり高額な

ランニングコストがか

かっている。 

また、吸収式冷温水発

生機は、作今の技術革

新を経た現代の空冷ヒ

ートポンプ式令熱源機

（GHP や EHP）と比べ

性能は低い。 

 

 

 

 

 

 

高性能で、地球環境に

も優しい高性能の空冷

ヒートポンプ式冷熱源

機（GHP）とする。 

 

7 空調設備 現況は空調機による単

一ダクト方式で、地下機

械室にＢ１～２階系統

の空気調和器、３階議場

系統の空気調和器、３階

議場以外諸室系統の空

気調和器の計３台で、建

物全体を空調している。 

この方式の根本的な問

題は、運転、温度調整な

どのコントロールが個

別に出来ないことと、

使用しない部屋でも空

調が行われておりエネ

ルギー効率が悪い。 

 

 

 

 

 

運用的にエネルギー効

率がよい「各室で個別

に ON-OFF」「温度調整

が可能」な個別分散型

空調方式とする。 

良好な室内空気質（Ｉ

ＡＱ）の確保として、外

気調和器を設け、新鮮

外気を調温調湿して室

内に給気する設備も設

ける。 
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既 

存 

不 

適 

格 

・ 

是 

正 

事 

項 

項 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 換気設備 

（１～3階事務

室系統） 

上記 8 の各空調機に外気

を取り入れ、各所各室に

給気し、トイレ、給湯室

からの排気並びに空調

還気の一部を排気する

ことで建物内の換気（給

排気）を行っている。 

空調運転時間は、確実に

室内の空気の一部は排

気され新鮮外気の給気

により換気はされてい

る。 

排気は、各室各部に建

築基準法で規定する常

時換気設備（天井用換

気扇）を設け、排気す

る。 

給気は、上記空調設備

で設ける外調機により

行う。  

 

9 換気設備(地階

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ系統) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備(地階

居室系統) 

 

 

 

 

換 気 設 備

(PBX、ｻｰﾊﾞｰ室

等、重要室系

統) 

 

 

電気室、機械室等の換

気は給排気ﾌｧﾝによる

第一種換気方式で適法

である。 

またダクトで耐用年数

は過ぎているものの外

見確認では、それほど

劣化はしていない。 

清掃、洗浄すれば未だ

使用可能と思われる。  

 

一部の部屋は天井扇等

でドライエリアに排気

する第三種換気方式で

ある。 

 

 

現況は換気扇等で排気

を行っている。 

 

 

 

 

給排気ﾌｧﾝのみ更新し、

ダ ク ト は 既 設 物 を 清

掃、洗浄して再使用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

基本的には各室に排気

用の天井扇等を設け換

気する現況と同じ方式

で改修とする。 

 

 

基本的にこのような機

器を設置する部屋は、

換気上無窓の部屋が多

い た め 第 一 種 換 気 と

し、空調設備も設ける。 
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既 

存 

不 

適 

格 

・ 

是 

正 

事 

項 

項 

目 

10 自動制御設備 現況は各空調機の代表

室設置のサーモスタッ

ト、ヒューミディスタ

ッ ト で 温 湿 度 を 検 出

し、冷温水温度  並び

に加湿器を制御するこ

とで、室内の温湿度を

コントロールするシス

テムと屋上設置の冷却

塔の冷却水の温度制御

を 行 う シ ス テ ム が あ

る。 

いずれも、ローカルで

制御する設備で建物全

体 の 温 湿 度 状 態 の 監 

視、制御という仕様で

はない。 

本設備の更新の課題と

しては、・省エネ、省資

源を考慮した建物内各

室の温湿度他、ＩＡＱ

（室内空気質）の監視

並びに制御を一元化し

て行える方式  

・空調設備以外、換気、

照明、その他も含めた

設備全般の一元管理が

行える方式 

 

建物内各室の空調機の

運転状態、温湿度の監

視、設定、等が一括で行

える設備を新設する。 

尚、本設備には、上記外

調機の監視、設定を含

む。 

今後の打ち合わせによ

る換気設備の自動運転

等も本設備に入れ、省

エネルギーの観点から

自動運転も可能な設備

とする。 

 

11 排煙設備 排煙設備が必要な３階

議場・B1 階廊下には設け

られていない。 

 

左記のエリアには、法

で規定する機械排煙設

備を設ける。 

 

12 議場・空調換気

設備 

議場専用の空調機でダ

クト方式で空調を行っ

ている。 

建築工事に伴い全面改

修とする。 
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